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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のタンク（１a～1f）の側方に沿って第1コンベアベルト（2）を設け、この第1コンベ
アベルト（2）の搬送側にベルトを分岐突出した第１排出口（4）を設け、この第1排出口
（4）を第1ベルトコンベア（2）の配設方向に移動可能とし、前記第1排出口（4）から原
料を受け取る第2ベルトコンベア（9）は前記第1ベルトコンベア（2）に対して交差するよ
うに設け、この第２ベルトコンベア（9）は前記第1排出口（4）の移動と連動して前記第1
ベルトコンベア（2）の配設方向に移動可能とし、更に前記第2ベルトコンベア（9）はそ
の配設方向に移動可能とし、この第2ベルトコンベア（9）の排出口が前記タンク（1a～1f
）の開口部上の水平面を２次元方向に移動するものとし、かつ前記第1排出口（4）が前記
第1ベルトコンベア（2）の搬送方向に移動する場合には、搬送部（6）のベルトを供給側
から前記第1排出口（4）に向かって、順次受けローラ（23）を円弧状から円形状に変形さ
せ、この搬送部（6）のベルトを円筒状に形成し、前記第1排出口（4）が前記第1ベルトコ
ンベア（2）の搬送方向とは逆に移動する場合には、前記搬送部（6）のベルトを前記第1
排出口（4）から供給側に向かって、順次受けローラ（23）を円形状から円弧状に変形さ
せ、前記搬送部（6）のベルトを円筒状に形成する、サニタリ性に優れた食品原料の分配
搬送装置。
【請求項２】
複数のタンク（１a～1f）の側方に沿って第1コンベアベルト（2）を設け、この第1コンベ
アベルト（2）の搬送側にベルトを分岐突出した第1排出口（4）を設け、この第1排出口（
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4）を第1ベルトコンベア（2）の配設方向に移動可能とし、前記第1排出口（4）から原料
を受け取る第2ベルトコンベア（9）は前記第1ベルトコンベア（2）に対して交差するよう
に設け、この第2ベルトコンベア（9）は前記第1排出口（4）の移動と連動して前記第1ベ
ルトコンベア（2）の配設方向に移動可能とし、更に前記第2ベルトコンベア（9）はその
配設方向に移動可能とし、この第2ベルトコンベア（9）の排出口が前記タンク(1a～１f)
の開口部上の水平面を2次元方向に移動するものとし、かつ前記第1排出口(4)が前記第1ベ
ルトコンベア（2）の搬送方向に移動する場合には、非搬送部（8）のベルトを前記第1排
出口（4）から供給側に向かって、順次受けローラ（23）を円形状から円弧状に変形させ
非搬送部（8）のベルトを円弧状に形成し、この第1排出口（4）が前記第1ベルトコンベア
（2）の搬送方向とは逆に移動する場合には」、非搬送部（8）のベルトを排出側から前記
第1排出口（4）に向かって、順次前記受けローラ（23）を円形状に変形させこの-非搬送
部（8）のベルトを円筒状にする、サニタリ性に優れた食品原料の分配搬送装置。
【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
　この発明は、主として食品工業ならびに醸造工業に使用するサニタリ性に優れた原料の
搬送分配装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
　複数のタンクに原料を投入する場合には、柔軟性のあるホースを利用可能な空気輸送が
主に用いられていた。柔軟性のあるホースの末端にサイクロンを設け、タンクの上部にこ
のサイクロンを固定していた。このサイクロンを空のタンクの上に順次移動することで、
複数のタンクに原料を投入していた。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
　原料の搬送に空気輸送を使用する場合、末端のサイクロンから排出される原料以外に、
微粉末を含んだ送風空気が排出されるため、タンク周辺に粉塵が飛散していた。このため
、サニタリ性を要求される環境では、タンクの周辺の洗浄や周辺空気の浄化が大きな問題
となっている。
【0004】
　原料を搬送する空気輸送の投入口からタンク近傍までは、工場内の動線を考慮して高所
に配設した固定配管を用いることが多いが、分解して洗浄する必要があり多大の労力を要
している。また、固定配管に接続する柔軟性のあるフレキシブルホースは、原料と接触す
る内部に緩やかな凹凸があるため微粉末の固着堆積が発生しやすく、洗浄を困難にしてい
る。更に、サニタリ性維持に重要な要素となる洗浄状態と配管内の乾燥は、目視による確
認ができないため、HACCP方式の導入に支障をきたしている。
【0005】
　ここで、HACCP方式とは、危害の発生を事前に予防するシステムであって、品質管理の
ために最終製品のサンプル検査を行う方法とは異なり、食品の原材料の段階から、製造、
出荷、消費までの各段階で、食品の「危害H」発生につながる危険要因を調査、分析、予
測し、予測された危害を防除するため特に重要な管理が必要な作業工程や検査工程を「重
要管理点CCP」として管理するシステムである。
【0006】
　通常のフラットベルトコンベアを使用すると、外部からの異物を混入とリターン側ベル
トからの原料の飛散、及び受ローラによるベルト搬送面の汚染が問題となる。
【0007】
　タンクへのサイクロンによる原料投入では、固定されたサイクロンから排出される原料
がタンク内部に堆積するため、凸状の山型堆積となる。また、複数のタンクに原料を投入
する場合には、サイクロンを移動させる必要がある。さらに、空気輸送は、電力消費量を
多く必要としている。
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【0008】
　この発明の課題は、タンク周辺への汚染を防止し、洗浄が充分に行え、目視確認が可能
であり、外部からの異物の混入を防止し、複数のタンクに対して自動的に凹凸のない堆積
状態で原料投入を行いながら電力消費量の少ない、サニタリ性に優れた食品原料の分配搬
送装置を提供することにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】
　この発明の請求項1では、複数のタンク（1a～1f）の側方に沿って第１コンベアベルト
（2）を設け、この第1コンベアベルト（2）の搬送側にベルトを分岐突出した第1排出口（
4）を設け、この第1排出口（4）を第1ベルトコンベア（2）の搬送方向に移動可能とし、
前記第1排出口（4）から原料を受け取る第2ベルトコンベア（9）は前記第1ベルトコンベ
ア（2）に対して交差するように設け、この第2ベルトコンベア（9）は前記第1排出口（4
）の移動と連動して前記第1ベルトコンベア（2）の配設方向に移動可能とし、更に前記第
2ベルトコンベア（9）はその配設方向に移動可能とし、この第2ベルトコンベア（9）の排
出口が前記タンク（1a～1f）の開口部上の水平面を2次元方向に移動するものとし、かつ
前記第1排出口（4）が前記第1ベルトコンベア（2）の搬送方向に移動する場合には、搬送
部（6）のベルトを供給側から前記第1排出口（4）に向かって、順次受けローラ（23）を
円弧状から円形状に変形させ、この搬送部（6）のベルトを円筒状に形成し、前記第1排出
口（4）が前記第1ベルトコンベア（2）の搬送方向とは逆に移動する場合には、前記搬送
部（6）のベルトを前記第1排出口（4）から供給側に向かって、順次受けローラ（23）を
円形状から円弧状に変形させ、前記搬送部（6）のベルトを円筒状に形成するものである
。
【0010】
　この発明の請求項2では、複数のタンク（1a～1f）の側方に沿って第1コンベアベルト（
2）を設け、この第1コンベアベルト（2）の搬送側にベルトを分岐突出した第1排出口（4
）を設け、この第1排出口（4）を第1ベルトコンベア（2）の配設方向に移動可能とし、前
記第1排出口（4）から原料を受け取る第2ベルトコンベア（9）は前記第1ベルトコンベア
（2）に対して交差するように設け、この第2ベルトコンベア（9）は前記第1排出口（4）
の移動と連動して前記第1ベルトコンベア（2）の配設方向に移動可能とし、更に前記第2
ベルトコンベア（9）の排出口が前記タンク（1a～1f）の開口部上の水平面を2次元方向に
移動するものとし、かつ前記第1排出口（4）が前記第１ベルトコンベア（2）の搬送方向
に移動する場合には、非搬送部（8）のベルトを前記第1排出口（4）から供給側に向かっ
て、順次受けローラ（23）を円形状から円弧状に変形させ非搬送部（8）のベルトを円弧
状に形成し、この第1排出口（4）が前記第1ベルトコンベア（2）の搬送方向とは逆に移動
する場合には、非搬送部（8）のベルトを排出側から前記第1排出口（4）に向かって、順
次前記受けローラ（23）を円形状に変形させこの搬送部（8）のベルトを円筒状にする。
【0011】
【発明の実施の形態】
　以下、図面によりこの発明の実施例を説明する。
　図1は、この初笑みのサニタリ性に優れた食品原料の分配搬送装置の配置を示す平面図
である。図2は、図1に示す矢視Aの位置における装置正面の断面図である。図3は、図2に
示す矢視Bにおける装置側面の断面図である。図4は、図2に示す矢視Cの位置における装置
側面の断面図である。図5は、図2に示す矢視Dの位置における断面図である。図6は、ベル
トを支持する受けローラの動きを示すフロー図である。図7は、液体洗浄装置と送風乾燥
装置の配置を示す側面の断面図である。図8は、駆動ワイヤによる受けローラの駆動機構
を示す正面図である。図9は、パワーシリンダによる受けローラの駆動機構の使用態様の
一形態を示す正面図である。図11は、図9に示す駆動機構の使用状態の他の態様を示す正
面図である。
【0012】
　この発明の基本態様を図1により説明する。2列に配列したタンク1aから1fの間に、第1
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ｂベルトコンベア2を設ける。第1ベルトコンベア2には、供給ベルトコンベア3により原料
が供給されるが、他の原料供給方法を使用してもよい。第1ベルトコンベア2は、図3に示
すように、原料の搬送面にベルトを分岐突出させた第1排出口4を設けている。供給ベルト
コンベア3により第1ベルトコンベア2に原料が供給される供給部5から第1排出口4までの原
料を搬送する部分を搬送部とし、第1排出口4から折り返して移動ローラ7により水平移動
する部分を非搬送部8とする。第1排出口4は移動ローラ7と共に、第1ベルトコンベア2上を
移動することができる。
【0013】
　非搬送部8には、直接的な機能はないが、突出した第1排出口4を形成するために設けた
移動ローラ7により、原料を搬送することのない非搬送部8が発生する。ただし、非搬送部
8に異物が落下してベルトに付着した場合、搬送部において原料に混入する危険性がある
ため、丸める必要がある。
【0014】
　第1排出口4と非搬送部8の間には、第1ベルトコンベア2と交差するように第2ベルトコン
ベア9を設ける。第2ベルトコンベア9のタンク1aから1c側の末端を第2A排出口10とし、タ
ンク1dから1f側の末端を第2B排出口11とする。第2ベルトコンベア9は、第1排出口4と連動
して第1ベルトコンベア2上を移動することができる。さらに、第2ベルトコンベア9自体が
、第2ベルトコンベア9の配設方向に移動することができる。
【0015】
　図1中に示す黒矢印は、ベルトの進行方向を示し、白抜き矢印は第1排出口4と第2ベルト
コンベア9の移動方向を示す。
【0016】
　第1ベルトコンベア2から原料の供給を受ける第2ベルトコンベア9が、第1ベルトコンベ
ア2の配設方向に移動でき、第2ベルトコンベア9自体が第2ベルトコンベア9の配設方向に
移動することができるため、第2A排出口10は、タンク1aの開口部上の水平面を2次元的に
自在に移動することができる。
【0017】
　第2A排出口10の位置を制御することで、タンク1aの開口部上の水平面を2次元的に順次
移動させ、タンク1aの内部へ原料を均一に分散させながら投入することができる。第2A排
出口10の位置を固定した場合には、タンク1aの内部には原料が山型の堆積状態となり、サ
ニタリ性の劣る空気輸送と同様の状態となる。原料が山型の堆積状態となると、後工程で
水により浸漬する場合には浸漬時間が不均一となり、水の使用量も増加し、以後の工程で
発酵する場合には発酵状態が不均一となる。
【0018】
　また、タンク1bと1cにも同様に、第1排出口4と第2A排出口10の移動により均一な原料の
投入ができる。第2ベルトコンベア9の搬送方向を反転すると、タンク1dからタンク1fにも
均一な原料の投入ができる。タンク1dからタンク1fの配列中に、タンク1eのように位置が
ずれていても、タンクの位置を制御装置に入れることで、問題なく原料の投入が可能であ
る。図示していないが、第1ベルトコンベア2の両側又は片側に複数列のタンクを配置して
も、第2ベルトコンベア2の両側又は片側に複数列のタンクを配置しても、第2ベルトコン
ベア9を対応できる長さ設計することで対応することができる。同様に、1列のタンクの本
数も、第1ベルトコンベア2を対応できる長さで設計することで対応することができる。
【0019】
　原料を排出した後のベルトコンベア面は、原料の付着等により汚染されやすい。常に清
浄な状態を維持するためには、ベルトコンベアが原料の搬送中での洗浄と乾燥が必要とな
る。汚染状態には原料の相違や季節変動がある。このため、洗浄乾燥後のベルトコンベア
の原料接触面を監視可能とし、洗浄が不足していれば洗浄装置の能力を増加させ、乾燥が
不足していれば乾燥装置の能力を増加させる。必要以上の洗浄乾燥が行われていれば、各
装置の能力を減少させる。この洗浄乾燥方法により、適度の洗浄乾燥を行いベルトコンベ
アの原料接触面を清浄に維持しながら、原料を分配搬送することができる。
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【0020】
　図2に示すように、第2ベルトコンベア9は、第1ベルトコンベア2の第1排出口4と非搬送
部8の間に挟みこまれる形状で設ける。第1排出口4を支える移動フレーム12には第1A車輪1
3を設け、第１Aレール14上を移動する。移動フレーム12には第2レール15が固定され、支
持ローラ16により第2ベルトコンベア9を支持している。第2レール15には第1B車輪17を設
け、第1Bレール18上を移動フレーム12と共に移動する。
【0021】
　移動フレーム12の中を貫通するように第1ベルトコンベア2と交差する形状で第2ベルト
コンベア9を設けている。第2ベルトコンベア9は正逆転可能な駆動装置により回転する駆
動軸19により、第2レール15上を移動することができる。移動フレーム12は第1排出口4と
共に移動ローラ7を支持し、駆動フレーム12が移動することで第1排出口4が第1ベルトコン
ベア2上を移動することができる。図4に示す破線は移動フレーム12の前後に固定した移動
ワイヤ20であり、第1Aレール13の両端に設けたワイヤローラ21を支点としている。ワイヤ
ローラ21の何れかを正逆転可能な駆動装置により回転させることで、移動フレーム12を第
1ベルトコンベア2の配設方向に移動させる。移動フレーム12の第1A車輪14を正逆転可能な
駆動装置により回転する駆動輪として駆動フレーム12を移動させてもよい。
【0022】
　第1排出口4の移動に伴って第2ベルトコンベア9が移動し、第2ベルトコンベア9が第2レ
ール15上を移動することにより、第2A排出口10はタンク1aからタンク1cの開口部上の水平
面を2次元方向に自在に移動することができる。また、第2ベルトコンベア9のベルト移動
方向を逆転可能とすることで、第2B排出口11はタンク1dからタンク1ｆまでの開口部上の
水平面を2次元方向に自在移動することができる。
【0023】
　第1ベルトコンベア2と第2ベルトコンベア9の下面に位置するリターン側ベルトは、スク
レーパで除去しきれない付着物を、工場床面に飛散させながら移動する。また、リターン
側ではベルトの原料接触面ガ受ローラと直接接触するため、ベルトだけを洗浄乾燥しても
、多数設けた受ローラにより再度汚染されてしまう。そのため、図6に示すように、リタ
ーン側のベルト22の原料接触面に受ローラ23を設ける。移動ローラ7やコンベア両端のベ
ルトローラ24近傍ではベルト22が平面であるため、図6の（A）に示す円弧状とする。順次
受ローラ23を円形状に構成することで、ベルト22を円筒状にすることができる。円筒状の
ベルト22は原料接触面が内側になり、付着物質を飛散させることがない。また、受ローラ
23はベルト22の原料接触面と接触しないため、付着物質に汚染されることがなく、洗浄乾
燥後のベルト22を再汚染することも防止できる。
【0024】
　ベルト22の洗浄乾燥は、図7に示す洗浄装置25と乾燥装置26を使用する。洗浄装置25は
ベルトコンベア24ｂからリターン側へ移動した後の、ベルト22が平面状の位置に設ける。
洗浄装置25には、薬液や水を噴出可能な液体ノズル27と廃液を回収する回収ボックス28で
構成する。工場の床面に排水ピットが設けてある場合には、回収ボックス28をも設けなく
てもよい。洗浄能力はポンプの吐出能力を制御して噴出圧力や噴出量を変化させる。液体
自動弁29を利用して複数の液体ノズル27を設け、洗浄能力を制御してもよい。また、配管
を複数設け、薬液と水を別配管で噴出させてもよい。
【0025】
　乾燥装置26は洗浄装置25の次に設け、ベルト22の洗浄面に気体ノズル30aにより空気を
吹き付け液体を除去する。乾燥能力の調整には、吐出風量と吐出温度を調整する。気体自
動弁31を利用して複数の気体ノズル30を設け、乾燥能力を制御してもよい。気体ノズル30
bを円筒状になる直前のベルト22の内側に設け、円筒状のベルト22の内部に空気を送り込
んでもよい。
【0026】
　原料接触面の監視方法には、近赤外線分光分析法が適している。近赤外線分光分析法は
、
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近赤外線を照射してその反射光を感知分析することで、有機物の種類の濃度及び水分の濃
度を測定できる。近赤外線分光分析装置には、近赤外線を照射してその反射光を感知する
センサ部と、近赤外線の光源や反射光を分析する演算部等からなる本体を柔軟性のあるグ
ラスファイバーで接続し、オンラインで測定可能な装置が市販されている。
【0027】
　近赤外線分光分析装置のセンサ部を、第1ベルトコンベア2のベルトローラ24a近傍に設
け、ベルト22の原料搬送面の洗浄状態と乾燥状態を監視する。ベルト22の洗浄状態が不良
の場合には、近赤外線分光分析装置が所定濃度以上の原料由来の有機物を感知し、その信
号により洗浄能力を増加させるように制御する。ベルトの乾燥状態が不良の場合には、近
赤外線分光分析装置が所定濃度以上の水分を感知し、その信号により乾燥能力を増加させ
るように制御する。なお、近赤外線分光分析装置は有機物の種類と濃度を測定できるため
、ベルト22が有機物であっても、原料由来の汚染物質を識別にて測定することができる。
第2ベルトコンベア9に対しても、同様の監視装置を設けてもよい。
【0028】
　搬送部6のベルト２２は原料を輸送しているため、上方から落下する異物が原料へ混入
する危険性が高い。しかし、第1排出口4が第1ベルトコンベア2上を移送するため、図6に
示すように、ベルト22を円筒状に丸め、原料を包み込んで搬送することができない。そこ
で、複数の受ローラ23で構成する受ローラ支持体32の形状を図6の（A）から図6の（D）に
示すように自動的に変更可能とする。
【0029】
　受ローラ支持体32の形状を変更する機構として、図8に示す駆動ワイヤ33による開閉機
構がある。各受ローラ23の長軸方向荷に連結金具34を設け、駆動ワイヤ33を貫通する受ロ
ーラ23をチェ-―ン上に連結する。受ローラ支持体32が8個の受ローラ23で構成される場合
、連結金具34には、連結する受ローラ23と受ローラ23の長軸の内角が135°以下にならな
いようにストッパを設けてもよい。受ローラ23と受ローラ23の長軸の内角は、受ローラ23
の使用個数により変動させ、おおむね円形となるようにする。受ローラ支持体32の先端に
位置する受ローラ23の内部に駆動ワイヤ33の一端を固定し、各受ローラ23の内部を貫通し
て下方の固定された受ローラ23から駆動ワイヤ33の一端を出す。この駆動ワイヤを巻取装
置35に接続し、駆動ワイヤ33を伸長及び短縮可能とする。
【0030】
　駆動ワイヤ33が短縮した状態では、図8のように、受ローラ支持体32の形状が円形とな
る。駆動ワイヤ33が伸長すると、丸められていたベルト22の弾性による復元力により、受
ローラ支持体32の形状が徐々に円弧状となる。このため、巻取装置35の制御により受ロー
ラ支持体32の形状は、円形状から円弧状まで自在に調整することができる。
【0031】
　受ローラ支持体32の形状を変更するための聞こうとして、図9に示すパワーシリンダ33
による開閉機構がある。受ローラ支持体32の先端に位置する受ローラ23の側部にも同様の
連結金具34を設け、パワーシリンダ36と接続する。
【0032】
　パワーシリンダ33が伸長した状態では、図9のように、受ローラ支持体32の形状は円形
状となる。パワーシリンダ33が収縮した状態では、図９Ｂのように、受ローラ支持体32の
形状が円弧状となる。このため、パワーシリンダ33の制御により受ローラ支持体32の形状
は、円形状｛図9｝から円弧状｛図10｝まで自在に調整することができる。
【0033】
　第1排出口４が第1ベルトコンベア2上を搬送方向に移動する場合、搬送部6の第1排出口4
側のベルト22は、移動フレーム12に固定された受ローラ支持体32により円筒状に丸められ
る。第1排出口4が第1ベルトコンベア2上を搬送方向とは逆に移動する場合、搬送部6の第1
排出口4側のベルト22は。移動フレーム12に固定された受ローラ支持体32により円弧状に
広げられる。この際、第1ベルトコンベア2に沿ってベルトローラ24ａからベルトローラ24
ｂまでの間に設けた受ローラ支持体32の中で、移動フレーム12に近接した受ローラ支持体
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32は円弧状に広げられ、移動フレーム12の移動を妨げないようにする。
【0034】
　第1排出口4が第1ベルトコンベア2上を搬送方向に移動する場合、非搬送部8の移動ロー
ラ7側のベルト22は、ベルトローラ24ａからベルトローラ24ｂまでの間に設けた受ローラ
支持体32が円弧状に広げられ、円筒状の形状を解除される。第1排出口4が第1ベルトコン
ベア2上を搬送方向とは逆に移動する場合、非搬送部8の移動ローラ7側のベルト22は、ベ
ルトローラ24ａからベルトローラ24ｂまでの間に設けた受ローラ支持体32が円筒状に丸め
られ、円筒状の形状になる。
【0035】
【発明の効果】
　ベルトコンベアを使用することで、原料の搬送に空気を使用する必要がなくなり、タン
ク周辺に粉塵を飛散させることなく、サニタリ性を要求される環境で使用することができ
る。また、原料をはんそうしながら、自動的に洗浄乾燥をすることができる。更に、リタ
ーン側のベルトを円筒状に丸めて移動させるため、受ローラと原料接触面が接触すること
がなく、返送ベルトからの原料の飛散、及び受ローラによるベルト搬送面の汚染が問題と
ならない。搬送時においてもベルトを円筒状に丸めて移動させるため、外部からの異物の
混入を防止できる。特に、サニタリ性維持に重要な要素となる洗浄状態と乾燥状態は、目
視による確認が可能であり、HACCP制度に対応することができる。
【0036】
　原料投入口がタンクの形状に応じて自在に移動可能なため、原料はタンク内部に山型堆
積とならず、均一な平面状の堆積となり、また、複数のタンクに原料を投入する場合でも
、自動的に原料投入口を移動させることができる。さらに、空気輸送の電力消費量と比較
してベルトコンベアは少ない電力消費量で稼動することができる。
【0037】
　以上の効果により、タンク周辺への汚染を防止し、洗浄が自動的に行え目視確認が可能
であり、外部からの異物の混入を防止し、複数のタンクに対して自動的に凹凸のない堆積
状態で原料投入を行いながら電力消費量の少ない、サニタリ性の優れた食品原料の分配搬
送装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】　この発明のサニタリ性に優れた食品原料の分配搬送装置の配置を示す平面図で
ある。
【図2】　図1に示す矢印Aの位置における装置正面の断面図である。
【図3】図2に示す矢印Bの位置における装置側面の断面図である。
【図4】図2に示す矢印Cの位置における装置側面の断面図である。
【図5】図2に示す矢印Dの位置における装置側面の断面図である。
【図6】ベルトを支持する受ローラの動きを示すフロー図である。
【図7】液体洗浄装置と送風乾燥装置の配置を示す側面の断面図である。
【図8】駆動ワイヤによる受ローラの駆動機構を示す正面図である。
【図9】パワーシリンダによる受ローラの駆動機構の使用状態の一形態を示す正面図であ
る。
【図10】図9に示す駆動機構の使用状態の他の形態を示す正面図である。
【符号の説明】
１a―ｆ　タンク
２　　　　第1ベルトコンベア
３　　　　救急ベルトコンベア
４　　　　第1排出口
５　　　　供給部
６　　　　搬送部
７　　　　移動ローラ
８　　　　非搬送部
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９　　　　第2ベルトコンベア
１０　　　第2A排出口（原料排出口）
１１　　　第2B排出口（原料排出口）
１２　　　移動フレーム
１３　　　第１A車輪
１４　　　第１Aレール
１５　　　第2レール
１６　　　支持レール
１７　　　第１B車輪
１８　　　第1Bレール
１９　　　駆動輪
２０　　　移動ワイヤ
２１　　　ワイヤロープ
２２　　　ベルト
２３　　　受ローラ
２４ａ－ｂベルトローラ
２５　　　液体洗浄装置
２６　　　送風乾燥装置
２７　　　液体ノズル
２８　　　回収ボックス
２９　　　液体自動弁
３０ａ－ｂ気体ノズル
３１　　　気体自動弁
３２　　　受ローラ支持体
３３　　　駆動ワイヤ
３４　　　連結金具
３５　　　巻取装置
３６　　　パワーシリンダ
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